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○いわき市身体障害者奨学資金支給条例 

昭和49年３月28日いわき市条例第19号 

別表第１（第２条関係） 

扶養親族等の数 金額 

０人 3,604,000円

１人以上 3,604,000円に扶養親族等１人につき380,000円（当該扶養親族等が

所得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）又は

老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族

１人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶

養親族であるときは、当該特定扶養親族１人につき630,000円とす

る。）を加算した額 

 


